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抄　　録

　世界各地で身元不明死体の増加が問題となってきている．社会の国際化により多くの人が様々な地
域に移動するようになったのが一因であるが，従来の人類学的方法やヒト���型を用いても出身地域
は３大陸程度の大まかな推定にとどまっていた．近年，ヒトに寄生する��ウイルスのゲノム型が世界
各地で��以上のゲノム型に分かれて分布していることが明らかになったことを応用し，このウイルス
のゲノム型を検出することで身元不明死体の出身地域が詳細に推定する方法を開発した．この方法は
非常に手間がかかる事から，専門知識のないものでも行えるように���チップ技術を取り入れ，現在
では法医学実務の鑑定に用いられるようになった．現在ではこの��ウイルスに加えて，��ウイルス，�
型ヘルペスウイルス，��ウイルス，カンジダ・アルビカンス，ヘリコバクター・ピロリなど様々な寄生
生物を用いた研究にも発展している．さらに寄生生物ゲノムは，出身地域の推定だけでなく，犯罪現場
に遺留されている尿斑や唾液斑等の体液斑の証明にも利用できる可能性があり，法医学的に重要性を増
してきている．

キーワード：法医学鑑定，寄生生物，ゲノム型，身元不明死体，体液斑証明．
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 緒 言

　近年，世界各地で身元不明死体の増加が問題
になってきている１）．わが国では，行方不明者の
数が年間��万人を超え２），警察の取り扱った身
元不明死体の数も平成��年度で�����体を超
えている．主な原因として挙げられるのが，国
際化による外国人死体の増加である．これにつ
いての国の統計は存在しないが，図�に日本人
口動態統計に報告された，わが国の外国人他殺
死体の出身国内訳を示した．これによると，外国
人他殺死体そのものの数の増加に加えて，����
年以降の統計数値では出身国の内訳が詳細に記
載されるようになっている．ここから，外国人
そのものが増加しているのに加えて，外国人の

出身地域が多岐に渡るようになったということ
が分かる．この出身地域の多様化・複雑化が，
最終的な身元判明に絶大なる威力を発揮するは
ずのヒト���型検査において，該当者と合わ
せるための比較対象サンプルの入手先が絞り込
めず，身元不明死体の迅速な身元判明の障害と
なっていると考えられている．実際，����年の
タイの大地震による津波の被害者の身元判明で
は，災害後半年でヒト���型検査を用いて身元
が判明したのはわずか���％に過ぎなかった３）．
　したがって，身元不明死体のヒト���型検
査による個人照合のためには，まず出身地域に
よって比較対象該当者を絞り込まねばならない
が，ヒト���を用いても個人の出身地域を明
らかにする有効な方法は無く，従来の人類学的
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図���　外国人他殺体出身国内訳



方法では，三大人種の推定程度にとどまってい
た．
　したがって，個人識別のための比較対象資料
を絞り込む重要な情報としてヒトの出身地域を
推定する方法が望まれていた．

���ウイルスの法医学的利用

　人類学の分野では近年，従来のヒトの人類
学的特長や，ヒト���の解析によるだけでな
く４‐６）�ヒトに寄生するウイルスを用いて人類移動
の解析を行う研究がなされるようになった７‐１０）．
　��ウイルスは，ヒトポリオーマウイルス属に
分類される，����年に�������らによって進行
性多巣性白質脳症の患者の脳組織から，はじめ
て分離されたウイルスである１１）．その後����年
には，�������と������により，成人の約��％
が��ウイルスに対する抗体を保有しているこ
とが判明した１２）．����年以前には，��ウイルス
は初感染後に腎臓に潜伏感染していることがわ
かっており，妊婦や免疫不全患者の尿から��ウ
イルスが検出されることが知られていた．とこ
ろが，����年に北村らにより，健常人の尿から
も��ウイルスが検出されることが判明し１３），成
人の��％から��％が尿中に��ウイルスを排出
していることがわかった．
　さらに，この健常人の尿から検出される��ウ
イルスのゲノムを精査した結果，そのゲノム型
が世界各地で異なっていたことから，この尿中
に排泄された��ウイルスのゲノムを分枝系統
解析することにより，ウイルスの分子進化が明
らかになり，ホストである人類の移動してきた
経路が明らかになるのではと考えられ，研究が
進められている．ウイルスのゲノム型は，今日
では世界各地で��以上のゲノム型に分かれて
分布していることがわかっている１４）．
　ところが，このウイルスには重要な特徴が
あった．それは，一人のヒトから�種類のウイ
ルス株しか検出されないということである１５）．
また，その一人のヒトから検出されるウイルス
株は一生変わることがないということである１６）．
　これらの特徴により，身元不明死体からウイ
ルスゲノムを検出し，そのゲノム型を明らかに

することにより，そのヒトの育った地域をウイ
ルスゲノムの分布域から推定できると考えられ
た．なぜなら，そのヒトが成長した後に，仕事
などの都合により他の地域に移動したとしても
そのヒトは生まれ育った場所に分布するウイル
ス株のみを一生保持し続けるからである．
　ウイルスゲノム型の判定には，ウイルスの変
異の多い領域である��領域（������）を���
装置を用いて増幅した後，その増幅断片をク
ローニング（または全長配列（約�������）の
クローニング），シークエンスし，塩基配列を決
定する．そして最終的には世界のさまざまな地
域の報告された株の塩基配列と共に分枝系統解
析を行う．そして，分かれたクラスターのどこ
に含まれるかによってゲノム型を判定する．
　法医学で通常目にするような死後経過時間の
経過した遺体の尿や腎臓から��ウイルスが検
出されたことはなかったが，検討の結果，�歳
の乳児から��歳以上の老人にいたるまでの司
法解剖症例の中の約��％から��ウイルスが検
出された１７）．検出に影響する死因は認められず，
表面が高度に焼損した遺体や，死後��ヶ月の高
度に腐敗した遺体からも��ウイルスは検出さ
れた．そして，分枝系統解析の結果判定された
ゲノム型の分布する領域は，実際の解剖体の出
身地域に完全に符合した．
　さらに，ホルマリンやパラフィンなどの保存
臓器についても検討された結果，短期間ホルマ
リンに浸漬された組織から問題なく��ウイル
スを検出することができた１８）．
　この��ウイルスゲノム型で推定される出身地
域は，従来法により推定される地域である�大
大陸よりも，ずっと詳細である．例えば，ヨー
ロッパでは����，����，����の�つの主なゲ
ノム型が各々異なる地域で分布しており，アフ
リカでは����，����，����の�つの主なゲノム
型が各々異なる地域で分布している１９）．さらに
これらのゲノム型は亜型に分類され，さらにそ
れぞれの亜型で分布する地域が異なっている．
また，東アジアでは，ゲノム型が��は東北日
本２０），����は西日本２１），中国東北地域，����は
韓国２２），����はフィリピン諸島，����～�は南
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中国から東南アジアにかけての地域２３）２４），��は
シベリア２５），����は中国西域２６），��はオセアニ
ア２７）２８）�などというように，とりわけ，多様なゲ
ノム型が分布している．
　日本では主に��と��の�つのゲノム型が分
布しており，この�つのゲノム型でほぼ��％程
度を占めている．ところが，この�つのゲノム
型は分布領域が異なっており，��型は西日本，
��型は東日本に主に分布している．このこと
から，日本出身者であるか否かを判定するだけ
でなく，日本人の中でも何れのゲノム型が検出
されるかによって出身地域の可能性の高い地域
示すことや，当該遺体の発見場所の出身地であ
るか否かの可能性を示すことができる２９）．もっ
とも，この方法で判定される出身地域はヒト
���型が非常高い確率で個人を照合するのとは
全く異なり，あくまで可能性を示唆するのに過
ぎないが，可能性の高い方から調査することが
できるため，捜査経済上非常に役に立っている．
　さらに，��ウイルスゲノム型を判定する
���チップが開発された３０）．この���チップ
はこれにより，従来通常�，�日かかっていたゲ
ノム型の判定が半日で済むようになった．さら
に，ゲノム型の判定には専門の知識が必要で
あったが，���チップにより専門的知識のない
警察の技術職員であっても簡単に判定できるよ
うになった．

 その他の寄生生物の法医学的応用

　寄生生物が身元不明死体の出身地域推定とい
う法医学目的に利用されるためには，ゲノム型
と地域との関連が認められるほか，感染率が高
くないと利用できる機会が少なくなってしま
う．したがって，������や���などのゲノム
型と地域との関連が指摘されているものであっ
ても，感染率が低いものは法医学的には有効で
はない．もっとも，��ウイルスも感染率は高い
が，全ての検体から検出されるわけではない．
若年者では検出されないこともある．したがっ
て，同じようにヒトに潜伏感染している複数の
寄生生物を用いて出身地域を推定することがで
きれば，より多くの検体の出身地域を推定する
ことができるだけでなく，複数の寄生生物に
よって判定される出身地域が合致すれば推定
結果の正確性も高まると考えられた．現在で
はこの考えに基づき，��ウイルス３１）３２），��ウ
イルス３３），�����３４），������������	���３５），�������
���������	
��３６）�など，さまざまな寄生生物が出身
地域の推定に用いることができるのではないか
として注目されている．例えば，尿を検体とした
ときに，��ウイルスのみの検出率は約��％で
あったが，同じ尿路ウイルスである��ウイルス
と��ウイルスを両方検出することで，約��％
の遺体の出身地域を判明することが可能となっ
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表���　主な寄生生物の法医学的利用�

  

  

  

  

  

  

  

  



た．さらに，�つのウイルスが検出され，両方
のウイルスによって出身地域が推定されること
で，検査の信頼性がより高まっている．このよ
うに，様々な検体から様々な寄生生物ゲノムを
検出することでより多くの出身地域がより正確
に推定できるようになると考えられている．
　また，尿や尿斑痕からの��ウイルスの証明
は，従来の方法では確定的な判定ができなかっ
たヒト尿証明を可能にすることができた３７）．こ

のことを用いて，同じように確定的な判定法が
存在しなかったヒトの唾液斑の証明を，ヒトの
唾液中に含まれる口腔内細菌のゲノムを検出す
ることで証明しようとするなど３８），ヒト体液の
証明法としても寄生生物のゲノムは注目されて
いる．
　��ウイルスに始まるこれらの寄生生物の法
医学的応用は，今後も多種多様に広まり重要性
を増して行くであろう．
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寄生生物の法医学的利用 ���

池谷　　博　���������	
���
所属・職：京都府立医科大学大学院医学研究科法医学　教授
略　　歴：����年�月　宮崎医科大学卒業
　　　　　����年�月　東京大学大学院医学系研究科泌尿器科学教室
　　　　　����年�月　東京大学大学院医学研究科法医学教室　大学院生・助手
　　　　　（����年��月～����年�月　���������	
����研究員）
　　　　　����年�月　科学警察研究所　技官
　　　　　����年�月～現職

専門分野：法医学
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